
 

京都市消防局訓令甲第９号 

各 部 

消 防 学 校 

各 消 防 署 

京都市火災予防規程の一部を次のように改正する。 

平成３０年３月２９日 

京都市消防局長 荒木 俊晴 

目次中「高圧ガス等」を「液化石油ガス」に改める。 

第１条中「及び」を「並びに」に改め，「火薬類」の右に「及び高圧ガス」を加える。 

第２条第１号に次のように加える。 

  ウ 高圧法令 高圧ガス保安法（以下「高圧法」という。）又はこれに基づく命令をい

う。 

 第２条第３号中「又は火取法第４３条」を「，火取法第４３条又は高圧法第６２条」に， 

「必要な検査」を「又は災害予防上必要な検査」に改める。 

 第５条第６号中「火災予防上」の右に「又は災害予防上」を加える。 

 第７条を次のように改める。 

（査察方針） 

第７条 局長は，次に掲げる防火対象物の用途，規模その他必要な事項を査察方針として 

署長に示すものとする。 

  火災の予防に危険又は火災発生時の危険が高いものとして，定期に査察を実施する 

対象物 

   火災の発生の状況，社会情勢の変化等を踏まえ，年度ごとに査察を実施する対象物 

第１０条第７項第３号中「火災予防上」の右に「又は災害予防上」を加える。 

 第１２条第１項及び第２項中「署長」を「局長又は署長」に改め，同条第３項本文中「又 

は第１号様式の２の３」を「，第１号様式の２の３，第１号様式の２の４又は第１号様式 

の２の５」に改め，同条第４項中「署長」を「局長又は署長」に改め，同条第５項中「署 

長」を「局長又は署長」に，「ついては」を「あっては」に改め，「（第１号様式の３の２）」 

の右に「，高圧法令違反にあっては高圧ガス保安法違反通知書（第１号様式の３の３）」を 

加える。 

第１３条第１項中「署長」を「局長又は署長」に改め，同条第２項中「署長」を「局長



 

「 

」 

又は署長」に，「又は第２号様式の２」を「，第２号様式の２又は第２号様式の３」に改め，

同条第３項中「署長」を「局長又は署長」に改める。 

第１７条に次の１項を加える。 

３ 局長は高圧法令違反が是正されない場合において，必要があると認めるときは，京 

都市消防局高圧ガス保安法違反処理規程に基づき処理しなければならない。 

第６章の章名を次のように改める。 

第６章 危険物及び液化石油ガス 

 第６章第２節の節名を次のように改める。 

第２節 液化石油ガス 

第１０４条中「，高圧ガス保安法（以下「高圧法」という。）第７４条第１項」を削る。 

第１０６条を次のように改める。 

第１０６条 削除 

別表第１第３種対象物の項第３号中「第２種製造者」を「第二種製造者」に改め，「及び

不燃性ガスを使用する冷凍のための製造施設」を削り，「若しくは貯蔵所又は特定高圧ガス

消費設備」を「，貯蔵所，販売所，特定高圧ガス消費施設又は容器検査所」に改める。 

第１号様式の２の２注以外の部分及び第１号様式の２の３注以外の部分中「あなたが  

されている次の防火対象物について，」を削り，「京都市   消防署長」を              

 

第１号様式の２の３の次に次の２様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□京都市   消防署長 

□京都市消防局長    
に改める。 



第１号様式の２の４（第１２条関係） 

査察結果通知書 

 

  注 高圧ガス保安法令違反には，番号が付してあります 

 

様 年 月 日 

 所 属 

査察員 

連絡先（     電話   －    ） 

高圧ガス保安法第６２条の規定に基づく立入検査を    年  月  日に実施したところ，

次のとおり高圧ガス保安法令違反が認められましたので，速やかにこれを改修してください。 

なお，当該違反事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し，    年  月  日までに 

             に提出してください。 

名 称  

所 在 地  

番 号 棟 等 名 称 高 圧 ガ ス 保 安 法 令 違 反 の 内 容 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□京都市   消防署長 

□京都市消防局長 



第１号様式の２の５（第１２条関係） 

査察結果通知書 

 

  注 改修についての相談等は，担当の     まで連絡してください。 

                       電話   －     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 年 月 日 

 （所属，役職等） 

（階 級）             

高圧ガス保安法第６２条の規定に基づく立入検査を    年  月  日に実

施したところ，別紙のとおり高圧ガス保安法令違反が認められましたので，速やかに

これを改修してください。 

なお，当該違反事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し，    年  月 

  日までに             に提出してください。 

名 称 

 

所 在 地 

 

□京都市   消防署長 

□京都市消防局長 



別紙 

番号 棟 等 名 称 高 圧 ガ ス 保 安 法 令 違 反 の 内 容 

   



 

 第１号様式の３の２を次のように改める。 

 

  



第１号様式の３の２（第１２条関係） 

火薬類取締法違反通知書 

 

 

 注 改修についての相談等は，担当の     まで連絡してください。 

                           電話   －     

様 
発 消   第         号 

年 月 日 

 京都市  消防署長 

(京都市消防局長) 
        □印  

火薬類取締法令違反が認められましたので，速やかにこれを改修してください。 

なお，当該不備事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し，    年  月 

  日までに提出してください。 

名称又は物件の種類，

形状，数量等 

 

所   在   地 

 

火薬類取締法令違反 

 



 

 第１号様式の３の２の次に次の１様式を加える。 

 

  



第１号様式の３の３（第１２条関係） 

高圧ガス保安法違反通知書 

 

注 改修についての相談等は，担当の     まで連絡してください。 

                           電話   －    

様 
発 消   第         号 

年 月 日 

 京都市  消防署長 

（京都市消防局長） 
        □印  

高圧ガス保安法令違反が認められましたので，速やかにこれを改修してください。 

なお，当該不備事項の改修計画を「是正計画書｣により作成し，    年   月  

  日までに提出してください。 

名称又は物件の種類，

形状，数量等 

 

所   在   地 

 

高圧ガス保安法令違反 

 



 

第２号様式の２を次のように改める。 

 

 

 

 

  



第２号様式の２（第１３条関係） 

是正計画書 

 

注 該当する□には，レ印を記入してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 宛 先 ） 京 都 市   消 防 署 長 

     （ 京 都 市 消 防 局 長 ） 
年 月 日 

提出者の住所（法人にあっては，主たる

事業所の所在地） 

提出者の氏名（法人にあっては，名称及

び代表者名。記名押印又は署名） 

   

電話   －     

□査察結果通知書 
年   月   日付けの               により 

□火薬類取締法違反通知書 

通知された不備事項については，別紙の改修計画のとおり改めることとしました。 

名 称 

 

所   在   地 

 



別紙 

番   号 棟  等  名  称 改     修     計     画 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式の２の次に次の１様式を加える。 

 

  



第２号様式の３（第１３条関係） 

是正計画書 

 

注 該当する□には，レ印を記入してください。 
 

 

 

 

（ 宛 先 ） 京 都 市   消 防 署 長 

     （ 京 都 市 消 防 局 長 ） 
年 月 日 

提出者の住所（法人にあっては，主たる

事業所の所在地） 

提出者の氏名（法人にあっては，名称及

び代表者名。記名押印又は署名） 

   

電話   －     

□査察結果通知書 
年   月   日付けの               により 

□高圧ガス保安法違反通知書 

通知された不備事項については，別紙の改修計画のとおり改めることとしました。 

名 称 

 

所   在   地 

 



別紙 

 

番   号 棟  等  名  称 改     修     計     画 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

   附 則 

 この訓令は，平成３０年４月１日から施行する。 

(消防局予防部指導課) 


